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      第２７回 伊勢原市農業委員会総会議事録 

 

１ 開催日時   

令和５年５月２６日（金）  午前１０時１５分から午前１０時３５分まで 

 

２  開催場所     

伊勢原市役所２階 ２Ｃ会議室 

 

３  委員在任定数    １０名 

 (1) 杉本 和彦     (6)  越水 一雄   

  (2)  大木 克美   (7)  三野 孝文 

  (3)  重田 千秋     (8)  麻生 伸一 

  (4)  田中 光男     (9)  市川 正美 

  (5)  古屋 幸男   (10)  鈴木 雅之 

 

４  出席委員数        

９名（その他、農地利用最適化推進委員１１名出席） 

 

５ 欠席委員         

杉本 和彦 

 

６  署名委員       

越水 一雄、三野 孝文 

 

７ 議 長       

 鈴木 雅之 

 

８ 事務局等職員出席者 

  ・伊藤 陽一（事務局長） 

・青木 優 

・服部 孝喜 

・岸 好夫 

・片山 淳二 

 

９ 傍聴者 

  なし 
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10 審 議 内 容   (開会 午前１０時１５分) 

 

［事 務 局 長］ 定刻となりましたので、只今より第２７回伊勢原市農業委員会総会を

開会いたします。本会議は、「伊勢原市審議会等の公開に関する要綱」

の規定で公開することになっておりますが、本日、傍聴人の方はおりま

せん。出席委員９名で、定足数に達していることを報告します。それで

は、議長、議事の進行をお願いします。 

 

［議    長］ それでは、只今から、第２７回伊勢原市農業委員会総会を開催いたし 

ます。 本日の議事録署名委員は、６番・越水一雄委員と７番・三野孝

文委員の両名にお願いたします。 

それでは、議事に入ります。本日の審議事項は、報告４件、議案２件

の計６件となっております。まず、報告より入ります。 

 

［議    長］ 報告第１号、農地法第３条の３の規定による届出について、事務局か

ら説明をお願いします。 

 

［事  務  局］ この届け出は、相続等によって農地の権利を取得したときに届け出が

必要となります。 

議案書の１ページから４ページをご覧ください。内訳は、成瀬地区で

１件、比々多地区で２件、伊勢原地区で１件の届出を受理しています。

なお、いずれも第三者への斡旋の希望はありませんでした。以上です。 

 

［議    長］ 事務局の説明が終わりました。相続により、所有権を取得した旨の届

出が４件あったということですが、何か御質問がございましたらお願い

いたします。 

 
【 質問なし 】 

［議    長］ 報告第２号、農地法第４条第１項第７号の規定による届出について、

事務局から説明をお願いします。 

 

［事  務  局］ 

 

 

 

 

 市街化区域内にある農地について、農地以外のものにするときは、農

地法第４条第１項第７号の規定に基づく届出を農業委員会に行うことと

されています。 

 お手元資料のとおり大田地区の１件について専決により届出を受理し

ましたので報告します。 
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 届出内容について、補足いたします。 

 報告第２号の１については、昭和４２年頃に宅地に転用したものであ

り、農地法上の支障はないと考えられることから、追認することに支障

はありません。以上です。 

 

［議    長］ 事務局の説明が終わりました。市街化区域内の農地転用の届出が１件 

あったということですが、何か御質問がございましたらお願いいたしま

す。 

 【 質問なし 】 

 

［議    長］ 報告第３号、引き続き農業経営を行っている旨の証明について、事務

局から説明をお願いします。 

 

［事  務  局］ 

 

 

 この証明は、相続税納税猶予期間の３年ごとの証明です。大田地区で

２件の申請がありました。 

報告第３号の１、申請人は沼目５丁目にお住まいの方で、被相続人のお

子さんです。申請日は、令和５年５月１４日、対象農地の明細は７頁で

す。沼目５丁目に１筆、面積は５３７平方メートルです。４月１９日に

事務局で現地調査を行い、ジャガイモ、ほうれん草、大根等の作付けを

確認しています。４月２０日付けで専決処分により証明書を発行しまし

た。 

次に、報告第３号の２、申請人は下平間にお住まいの方で、被相続人

の妻になります。申請日は、令和５年４月２４日、対象農地の明細は８

頁です。下平間字中に１筆、同字東下に３筆、同字谷原下に３筆、同字

東に１筆、合計８筆、面積は６，９１９平方メートルです。５月８日に

事務局で現地調査を行い、玉ねぎ、ほうれん草の作付け、水稲の刈込跡

を確認しています。５月９日付け専決処分で証明書を発行しました。 

以上です。 

 

［議    長］ 事務局の説明が終わりました。引き続きが農業経営を行っている旨の

証明願いが２件あったということですが、何か御質問がございましたら

お願いいたします。 

 【 質問なし 】 

 

［議    長］ 

 

 

報告第４号、農地法第１８条第６項の規定による届出について、事務

局から説明をお願いします。 
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［事  務  局］ 賃貸借が行われている農地について、貸し手・借り手の合意で解約を

する場合には、農地法第１８条第６項の規定に基づく合意解約の通知を

農業委員会に行うこととされています。 

お手元資料のとおり高部屋地区の８件について、専決により通知を受

理しましたので報告します。 

通知内容について、補足いたします。 

報告第４号の１から８については、賃借人である法人の担当従事者が

病気を患い療養をしておりましたが、思うように体力が回復せず、賃貸

している全ての農地を利用、管理をすることが困難になったので解約に

至ったものです。以上です。 

 

［議    長］ 事務局の説明が終わりました。農地法第１８条第６項の規定による届

出が８件あったということですが、何か御質問がございましたらお願い

いたします。 

 

［地区担当委員］ 

 

 

 

 

［事  務 局］ 

 

 

［Ａ 委 員］ 

 

 

 

 

［事  務 局］ 

 

 

 

［議    長］ 

 

 

［事  務 局］ 

 

 

色々事情があって離農という結果になったと思いますが、全部でかな

りの面積になるが返してもらった後どうするのか、このまま耕作放棄地

になってしまう懸念がある。農業委員会として何か対応することがある

のか。 

 

現在、この中の何人かは御自身で管理をされている。他の方について

は分からないが、相談があれば斡旋や紹介等を行ってまいります。 

 

借り手側について、最初の段階においてしっかりチエックしておかな

いと、今回のように貸し手側に迷惑がかかるので、万が一の場合にどう

対応するのか、借りた側方がどのような体制なのかしっかり確認する必

要があるのではないか。 

 

事前相談の時に想定される事態を含め対応する必要があったと思いま

す。今後は今回のことを踏まえて、借り手側の体制や万が一の場合の対

応など確認しながら手続きを進めて行きます。 

 

議案第１号、相続税の納税猶予に関する適格者証明について、事務局

から説明をお願いします。 

 

相続税の納税猶予とは、農業を営んでいた被相続人が、農業の用に供

している農地を、農業を引き継ぐ相続人が相続した場合、相続税の納税
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が猶予される制度です。猶予された税額は、相続を受けた方が死亡した

場合に納税が免除されます。今回、伊勢原地区で１件、比々多地区で１

件の申請がありました。   

議案第１号の１、申請人は市内田中にお住まいの方で、被相続人のお

子さんです。対象農地の明細は１３～１４頁です。 

申請地は、田中字天神前に１筆、同字ガケに２筆、下糟屋字菖蒲田に

９筆、高森字宮ノ越に１筆、合計１３筆、面積６，９２７平方メートル

を特例農地として申請しています。 

５月１６日に、地区の農業委員と事務局及び相続人とで現地調査を行

い、畑には梨やブドウ・柿の果実栽培、田では水稲の刈込跡が確認され

適正に管理されておりました。 

次に、議案第１号の２、申請人は海老名市にお住まいの方で、被相続

人のお子さんです。対象農地の明細は１５頁です。 

申請地は、笠窪字本村に２筆、面積は２，９１０平方メートルを特例

農地として申請しています。なお、申請地は生産緑地の指定を受けてお

ります。 

５月１７日に地区の農業委員と事務局及び相続人とで現地調査を行

い、畑にはネギ、ジャガイモ、薩摩芋、ナスなどの露地野菜の作付けが

されており適正に管理されていました。以上です。 

 

［議    長］ 事務局の説明が終わりました。議案第１号の１につきまして、地区担

当委員から補足説明がございましたらお願いいたします。 

 

[地区担当委員］ 

 

 

［議    長］ 

 

 

[地区担当委員］ 

 

 

 

 

［議    長］ 

 

 

５月１６日に事務局と現地確認を行いまして、特に問題は無いと考え

ます。 

 

次に、議案第１号の２につきまして、地区担当委員から補足説明がご

ざいましたらお願いいたします。 

 

５月１７日に事務局と現地確認を行いまして、５月２３日は比々多地

区委員全員で確認を行いました。２筆ともナス、ジャガイモなど野菜が

作付けされておりまして、良好に管理されておりますので、特に問題は

ないと思います。 

 

事務局並びに地区担当委員の補足説明が終わりましたので審議に入り

ます。議案第１号の１について、何かご質問ご意見がございましたらお

願いいたします。 
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 【 質問なし 】 

 

［議    長］ 無いようですので、質疑を打ち切り、採決をいたします。 

議案第１号の１について、「原案のとおり許可とする」ことに賛成の

委員の挙手を求めます。 

【 挙手全員 】 

 

［議    長］ 

 

 

［議    長］ 

 

挙手全員。よって、議案第１号の１については、「原案のとおり認め

る」ことといたします。 

 

議案第１号の２について、何かご質問ご意見がございましたらお願い

いたします。 

【 質問なし 】 

 

［議    長］ 

 

 

 

 

［議    長］ 

 

 

［議    長］ 

 

無いようですので、質疑を打ち切り、採決をいたします。 

議案第１号の２について、「原案のとおり許可とする」ことに賛成の

委員の挙手を求めます。 

【 挙手全員 】 

 

挙手全員。よって、議案第１号の２については、「原案のとおり許可

とする」ことといたします。 

 

議案第２号、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の

承認について、事務局から説明をお願いします。 

［事 務 局］ 

 

 

 

 

 

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律附則第５条の規定に

より、農業経営基盤強化促進法第１９条の規定による地域計画を定め、

公告する前においては、最長で令和７年３月３１日までの間、なお従前

の例により新たに農用地利用集積計画を定めることができます。 

このことから、同意市町村である伊勢原市が新たに農用地利用集積計

画を定める場合は、改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の

規定に基づき、「農業委員会の決定」が必要です。 

お手元資料にあります新規設定の申出８件について、順に説明申し上

げますので、御審議をお願いします。 

なお、これらについて決定いただける場合は、利用権始期が令和５年

６月１日となります。 
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［議     長］ 

 

 

 

 

まず、議案第２号の１、伊勢原地区、岡崎字大割の１筆、１，０１０

平方メートルの賃貸借の受け手となる者は、約２５６アールの規模を耕

作している認定農業者、かつ、人・農地プランに位置付けられた中心経

営体であり、市が定めた農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構

想にも合致します。 

次に、議案第２号の２、成瀬地区、東富岡字立野の５筆、計１，５１

０平方メートルの賃貸借の受け手となる者は、約２９アールの規模を耕

作している認定新規就農者であり、市が定めた農業経営基盤の強化の促

進に関する基本的な構想にも合致します。 

次に、議案第２号の３、成瀬地区、東富岡字立野の２筆、計７４６平

方メートルの賃貸借の受け手となる者は、議案第２号の２の受け手と同

じ農業者となります。 

次に、議案第２号の４、成瀬地区、高森字北清水の４筆、計１，４６

９平方メートルの使用貸借の受け手となる者は、約５８アールの規模を

耕作している農業者であり、市が定めた農業経営基盤の強化の促進に関

する基本的な構想にも合致します。 

 次に、議案第２号の５、成瀬地区、下糟屋字下中澤の１筆、２，０４

８平方メートルの賃貸借の受け手となる者は、約３１２アールの規模を

耕作している認定農業者、かつ、人・農地プランに位置付けられた中心

経営体であり、市が定めた農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な

構想にも合致します。 

 次に、議案第２号の６、成瀬地区、下糟屋字菖蒲田の３筆、計１，６

６５平方メートルの賃貸借の受け手となる者は、議案第２号の５の受け

手と同じ農業者となります。 

 次に、議案第２号の７、成瀬地区、下糟屋字桝形の３筆、計１，６５

８平方メートルの使用貸借の受け手となる者は、議案第２号の５の受け

手と同じ農業者となります。 

次に、議案第２号の８、成瀬地区、下糟屋字塚越の２筆、計１，１２

２平方メートルの賃貸借の受け手となる者は、議案第２号の５の受け手

と同じ農業者となります。 

以上、御審議をお願いします。 

 

事務局の説明が終わりましたので、審議に入ります。議案第２号につ

いて、何か御質問、御意見がございましたらお願いいたします。 

【 質問なし 】 
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［議     長］ 

 

 

 

 

［議     長］ 

 

無いようですので、質疑を打ち切り、採決をいたします。議案第２号

について、「原案のとおり認める」ことに賛成の委員の挙手を求めま

す。 

【 挙手全員 】 

 

挙手全員。よって、議案第２号については、「原案のとおり認める」

ことといたします。 

［議     長］  以上を持ちまして、第２６回伊勢原市農業委員会総会を閉会といたし

ます。   

 

 【午前１０時３５分 終了 】 

 

 

議  長                            

 

                                          署名委員                             

 

                                          署名委員               


